
パブリックコメント及びパブリックコメント及び
関係機関事前協議結果について関係機関事前協議結果について

資料①

パブリックコメントパブリックコメント

聴取方法等聴取方法等

縦 覧 期 間：平成22年12月21日～平成23年1月17日（約4週間）

縦 覧 場 所：京都府建設交通部河川課
関係土木事務所（南丹、中丹東、中丹西、丹後）
関係市町
（福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、京丹波町）

住民への周知：京都府公報による公告
京都府ホームページによる縦覧・意見聴取

1

意見聴取先 意見 対策（案）

府民 意見無し -



関係機関事前協議関係機関事前協議

意見聴取先・聴取方法意見聴取先・聴取方法

意見聴取先：関係府県 兵庫県
関係市町 福知山市、舞鶴市、綾部市、

宮津市、京丹波市
関係機関 近畿経済産業局
京都府 文化環境部（環境・上下水道部局）

環境管理課
水環境対策課
自然環境保全課

農林水産部（農林水産）
教育委員会（文化財保護）
建設交通部道路計画課
建設交通部都市計画課
建設交通部砂防課

意見聴取方法：整備計画原案による意見聴取 2

関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 11 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

兵庫県 意見無し -

福知山市

　原案の整備計画対象の本市内６河川で
は、長年甚大な水害が発生しており、改
修要望の特に強い河川であることから、
整備計画対象区間の１日も早い改修を切
望する。

整備計画対象区間の改修を推進し、
早期完了を目指したい

舞鶴市 意見無し -

綾部市 意見無し -

宮津市 意見無し -

京丹波町 意見無し -



関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 22 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

近畿経済産業局
　特段の意見はありません。ただし、当該
河川を水源としている長田野工業用水事
業の運営に支障なきようご留意下さい。

由良川本川からの取水であり影響は軽微
であるが、相長川合流地点の対岸である
ため、相長川改修時には、特に濁水を流
下させないよう注意を払う。

文化環境部
（環境・上下水道部局）

環境管理課

【なお、圏域の環境基準の類型指定はす
べてA類型で…】
　類型指定は圏域の全体を指定している
訳ではなく、河川ごとに指定しているの
で、記述は不適当。

環境基準点毎であることを記載する必要
があるため、記載する。

文化環境部
（環境・上下道水部局）

環境管理課

【また、河川に生息する生物の状況から
判断される生物学的水質階級は、4段階
評価のうち上位2階級の評価の対象と
なっている】
　生物学的水質階級の判断根拠が不明
で、後半の階級の記述の確認ができな
い。

「環境省が実施する全国水質生物調査の
階級指標」であることを記載する。

関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 33 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

文化環境部
（環境・上下水道部局）

水環境対策課

【1.3河川整備計画の目標に関する事項】
【1.3.3洪水等による災害の発生防止また
は軽減に関する目標】
　福知山市公共下水道において、弘法川
流域（厚中地区）の浸水対策事業（貯留施
設）を10年確率（55mm）対応で実施してい
る。弘法川については、民家浸水被害を
解消する河川として、計画対象河川の選
定には入らないのでしょうか。

市の浸水対策事業（貯留施設）について
は、p4「(1)治水事業の経緯」に追記する。
なお、弘法川については、西川合流点ま
で10年確率対応で整備済みであり、市の
浸水対策事業実施区域は、整備済みの
区間の流域であることから問題ないと考
える。また西川合流点より上流について
は、未整備であるものの、平成16年台風
23号による民家浸水被害が発生しなかっ
たことから、計画対象河川としていない

文化環境部
（環境・上下水道部局）

自然環境保全課

【国定公園（「1.2.3河川環境に関する現状
と課題」）の項：11行目】
　P2の9行目は公園名が明記されている
ため、その記載にあわせて、「丹後天橋立
大江山国定公園」としたほうが明確であ
る。

意見のとおり修正する



関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 44 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

【1.3.5　河川環境の整備と保全に関する
目標】
　また、堰や落差工により魚類等の縦断
方向の連続性が損なわれている箇所につ
いては魚道整備等を必要に応じて検討
し、～
→検討にあたっては、即設の農林水利施
設の機能に支障がないよう配慮されたい

施工に当たっては、農業水利施設の機能
に支障がないよう配慮を行う。

【2.1　河川工事の目的、種類及び施工の
場所】
　下記７河川における河道整備と河道拡
幅等の実施について
(1)八戸地川　p11　(2)宮川　p13
(3)牧川　p15　(4)和久川　p17
(5)相長川　p21　(6)大砂利川　p23
→実施にあたっては、既設の農業水利に
支障が生じないよう配慮されたい

施工に当たっては、農業水利施設の機能
に支障がないよう配慮を行う。

農林水産部（農林水産）

関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 55 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

教育委員会（文化財保護）意見無し -

建設交通部道路計画課 意見無し -

建設交通部都市計画課
【圏域及び河川の概要】
京都府下→京都府内

意見のとおり修正する

建設交通部都市計画課

【洪水等による災害の発生防止または軽
減に関する目標】
　他の計画には整備目標を明確に記載し
ていますので、本計画でも記載すべきと
思われます。

【1.3.3　洪水等による災害の発生防止ま
たは軽減に関する目標】
整備目標として、「平成16年台風23号洪
水と同規模（概ね10年に１回程度で発生
する降雨規模）の洪水を安全に流下させ
ることを目指す」と明記し、修正する。

建設交通部都市計画課

【河川環境の整備と保全に関する目標】
　「景観に配慮した河川整備に努める」と
されているが、ｐ１１の河川工事では景観
に関する整備方針は示されていないの
で、必要な箇所については景観に配慮し
た工事となるよう調整されたい。

　国定公園や、雲原砂防施設群等特に配
慮すべき景観を有する地域は、個別河川
の改修区間にはないため、2.1.8の「局部
的な改良工事等について」で記載してい
る。



関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 66 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

建設交通部都市計画課

【河川工事の目的、種類及び施工の場
所】
　「みお筋」の表示については、他の計画
と整合されたい。計画流量配分図の表示
方法については、桂川計画と整合された
い。

「計画流量配分図」は改修区間を示しわ
かりやすい表現に修正する。

建設交通部都市計画課

【文化的景観】
　ここでいう文化的景観とは具体的にどう
いうものを指すのかが不明確。京都府選
定文化的景観と混乱するおそれがある。

ここでは雲原砂防施設群をはじめとする、
地域における人々の生活や風土により形
成された景観をさしており、文化財保護法
に規定する「文化的景観」と同義で使用し
ている。

建設交通部砂防課

【表-2について】
・2004年までの記載ですが、平成21年8月
の大雨による被害等は「既往水害」に該
当しないのでしょうか。床上・床下の浸水
被害棟数では、平成7、10、11年を上回っ
ています。
・福知山河川国道事務所の資料としてい
るが故に、由良川本川を中心とした『既往
水害』となっているのではないでしょうか。

圏域全体の水害状況は由良川本川の水
害状況で代表されることから、国交省の
一覧表を使用している。そのため、表題を
「由良川本川における主な既往水害一
覧」と明記する。
なお、平成21年8月の大雨は、牧川流域
に卓越した降雨があり、圏域の西部で浸
水被害が発生したが、由良川本川は指定
水位以下であったため、追記はしない。

関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 77 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

建設交通部砂防課

【15行目「このように…」の『この』は何を指
しているのか。】
・本頁の『この』の全段部分は平成16年の
台風第23号における降雨や被害の状況
が説明されている一方で、文章としては平
成16年の台風第23号以前の『度重なる洪
水』を指しているように思えます。

『この』で指す内容が過去の主要洪水で
あることが分かるように本文の記載を修
正する。

建設交通部砂防課

【「(2)治水に関する現状と課題」について】
・桂川下流圏域の河川整備計画には、
『雨水の流出抑制対策』について言及さ
れているが、本計画にはそれに関する記
述がない。『雨水の流出抑制対策』や『森
林等の保水力の向上』といった総合的な
治水対策について、言及する必要はない
のでしょうか。

『雨水の流出抑制対策』についてP4に追
記する。
『森林等の保水力の向上』については、
「3.4　由良川下流圏域の健全な水環境に
向けた取り組み」において記載している。



関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 88 >>

：本文修正を伴う対応案
10

意見聴取先 意見 対策（案）

建設交通部砂防課

【14行目「民家浸水被害」→「建物浸水被
害」に修正すべきではないか。】
・『民家』は、いわゆる『住宅』に限定したと
らえ方が一般的と考えます。
・『事業所』や『店舗』等を含む『建物』全般
の浸水被害を解消しようとしているのでは
ないのでしょうか。

目標設定として、浸水被害の解消は『民
家』のみとしている。

建設交通部砂防課

【河川整備の実施の中での『河道整備』と
いう言葉の使い方について】
・一般的に『河道整備』というと、『築堤、河
道拡幅、河床掘削』等の総称として使用さ
れる傾向にあると思われる。
・しかし、本計画では、『築堤』等の具体的
な整備手法のみが列挙されている河川
や、具体的な整備手法と『河道整備』とい
う言葉が同列で記載されている河川があ
り、一貫性が図れておらず、結果として整
備内容が分かりにくくなっているように思
える。

「河道整備」を用いた以下の箇所を修正
する。
・P11　八戸地川
・P13　相長川
「放水路による河道整備」→「付替え河川
整備」

関係機関事前協議結果関係機関事前協議結果

由良川下流圏域河川整備計画原案について由良川下流圏域河川整備計画原案について << 99 >>

：本文修正を伴う対応案
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意見聴取先 意見 対策（案）

建設交通部砂防課
【11行目「生殖環境」→「生息・繁殖環境」
に修正すべきではないか。】

意見のとおり修正する

建設交通部砂防課

【9行目「水位情報周知河川」→「水位周
知河川」に修正願いたい。】
・平成19年から上記のとおり用語の改善
を行っているため。

意見のとおり修正する


